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１ 【提出理由】 

 当社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与えると見込まれる事象が発生したた

め、証券取引法第２４条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第１９

条第２項第１２号ならびに同１９号の規定に基づき提出するものであります。 

  
２ 【報告内容】 
（１）当該事象の発生年月日 
   平成16年3月10日（当社取締役会決議日） 
  
（２）当該事象の内容 

 当社は、収益性の悪化した事業の見直しによる収益体質の改善、およびバラン

スシートの健全化策の一環として「固定資産の減損に係る会計基準」の早期適用

の検討をすすめてまいりました。当期において、「減損の兆候あり」と判断され

たリース資産を含めた各資産グループについて、減損損失を計上することによ

り、来期以降の資産効率の向上を図り、収益体質を強化・改善するため、早期適

用することといたしました。 
  

「固定資産の減損に係る会計基準」の早期適用による損失処理 

①フィルタ製品製造設備 

 フィルタ使用製品の光通信市場における需要増加を見込み、自己購入および

リース取得した同製品製造用の光学用真空蒸着装置などについて、需要の落ち込

みと価格下落により収益性が悪化しており「固定資産の減損に係る会計基準」に

基づき減損損失の測定を行った結果、480百万円の減損損失が発生する見込みと

なりました。 

  

②遊休地 

 愛知県瀬戸市に保有する土地について市場価格が帳簿価額より著しく下落して

おり、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき減損損失の測定を行った結

果、109百万円の減損損失が発生する見込みとなりました。 

  

                           （単位：百万円） 

  
（３）当該事象の損益に与える影響額 

 平成16年3月期連結財務諸表および個別財務諸表において、減損損失590百万円

を特別損失として計上いたします。 
以上

対 象 資 産 減 損 処 理 額 

フィルタ製品製造設備 480 

遊 休 地 109 

合     計 590 


